
 「学部教育の総合的改革に関する実施方針」（平成２５年７月２５日、役員会議決）に
基づき、教育改革の実施体制を以下のとおり整備予定。 

教育改革の実施体制の概要 

学部教育改革臨時委員会 

委員長：教育改革担当理事 
委員：関係理事、副学長、学部長、

研究科長等 
 
○ カリキュラム改革、教育制度等に

関する部会等を設置し、企画・審
議・実施を一体的に扱う。 

秋季入学推進会議 

大学院教育検討会議 

・・・ 新たに設置する組織 
（名称は仮称） 

総   長 

臨時教育改革本部 

本部長：総長 
構成員：理事、副学長、部局長等 

入試監理委員会 

委員長：総長 

○ 入試制度、推薦入試、入試
運営体制等に関わる検討を
行う。 
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